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平成２８年度一般社団法人地球温暖化防止全国ネット事業計画書 

１．基本方針 

（１）背景及び基本的考え方 

平成 27年 12月、パリで開催された気候変動枠組条約締約国会議（COP21）において、世界中

の 196ヶ国・地域が参加し、産業革命後の平均気温上昇を 2℃以下に抑える、いわゆる２℃目標

が世界共通の目標とされ、さらに 1.5℃目標にも言及したこと、参加国はそれぞれ COP事務局に

提出した約束草案に掲げた温室効果ガス排出削減目標を 5 年ごとに見直すことなどを含む歴史

的な合意、パリ協定が採択された。これにより京都議定書に代わる温室効果ガス削減のための新

たな国際枠組みが構築された。 

政府は、約束草案において温室効果ガスの排出量を 2030 年度に 2013 年度比で 26％削減。特

に、業務、家庭部門は約 40％削減するという極めて高い目標を掲げ、平成 27年 12月 22日の地

球温暖化対策推進本部（本部長；安倍総理）において「パリ協定を踏まえた地球温暖化対策の取

組方針について」を決定、その中で地球温暖化対策計画の策定、政府実行計画の策定、国民運動

の強化を柱とする施策を示した。特に、国民運動の強化策では、「国民各界各層が一丸となって

地球温暖化対策に取り組むため、政府が旗振り役となって地球温暖化防止国民運動を強化し地方

公共団体、産業界、全国地球温暖化防止活動推進センター、NPO等多様な主体が連携しつつ、情

報発信、意識改革、行動喚起を進める。」と明記された。 

政府は平成 28年 3月に、温暖化への危機感を共有し、低炭素な「製品」「サービス」「ライフ

スタイル」の“賢い選択”（COOL CHOICE）を伝え行動変容を促すなど国民運動の抜本強化を図る

ために、地球温暖化対策計画の中に排出削減に関する普及啓発を明記（＝法定化）すること等を

内容とする地球温暖化対策推進法改正案を通常国会に上程した。同時に、地球温暖化対策計画案

を公表し、2050 年までに 80%削減という長期目標を示した上で、「国民各界各層による地球温暖

化防止対策に自主的に取り組む活動を推進するため、関係府省が一丸となって、産業界、労働界、

教育界、地方公共団体、地球温暖化防止活動推進員、地域地球温暖化防止活動推進センター及び

民間団体その他の地球温暖化防止活動に取り組む多様な主体との連携及び協力を得て、より効果

的な国民への普及啓発を行う」と明記された。 

東日本大震災及び福島第一原発事故の経験は、確実に国民のライフスタイルに対する意識を変

えており、「今」を“賢い選択”への行動変容に結びつける機会として捉え、さらに“パリ協定

以後”の新たな局面で、地球温暖化防止活動推進センター(以下、「温暖化センター」という。) 

は国民運動の中核機関としての機能を発揮することが強く求められている。一方で、これまで主

要事業として取り組んできた地域での連携事業体による CO2 削減活動支援事業が新たな事業に

見直されるなど温暖化センターを取り巻く環境は厳しくなっている。 

このため、当法人は取り組む事業の公益性を重視し、会員の全国５７の地域地球温暖化防止活

動推進センター（以下、「地域センター」という。）とともに構築してきたネットワーク、培った

スキルやノウハウを最大限に活用し、効果的な普及啓発を進めるための戦略的な事業展開や、多

様な主体による地域活動に対する支援機能の拡充強化を進めるとともに、当法人組織の充実と向
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上に努め、低炭素社会実現のため民生分野の地球温暖化対策の推進を図ることとする。 

 

（２）運営方針 

   当法人の運営にあたっては、全国規模また地域特性を活かした事業展開など効果的な普及啓発 

を進めるため、地域センターと相互連携を図りながら各般の事業に取り組むとともに、地域にお 

ける温暖化防止活動の担い手の発掘や育成及び新たな支援の仕組みの構築などを進め関係団体 

と幅広く連携、協働し、国民運動の中核機関としての機能の充実に努める。また、地域センター 

と連携して環境省への事業提案・意見交換等を積極的に進め、国の温暖化対策計画に掲げられた 

国民運動の強化策が温暖化センターを拠点として進められるよう働きかけることとする。 

さらに、法人として多様な財源の確保に努めるとともに、適切な運営体制を整備し、健全な財 

政運営を行っていくこととする。 

 

２．法人の運営管理 

（１）総会の開催 

   定款の規程に基づき、毎年 1回定時社員総会を開催するとともに、理事会が必要と認める時は

臨時社員総会を開催し、重要事項について正会員の意見等を聴きつつ所要の手続きを進め、円滑

な運営に努めるものとする。 

（開催予定） 

   平成２８年６月 定時社員総会 

       注：定時社員総会は毎年 1回、毎事業年度終了後 3ヶ月以内に開催 

 

（２）理事会の開催 

理事会を必要に応じて開催し定款に定められた事項及びその他の重要な業務執行にかかる事

項について審議し、当法人の円滑な運営に努めることとする。 

（開催予定） 

   平成２８年５月  平成２８年度第１回理事会 

   平成２８年６月  平成２８年度第２回理事会 

平成２８年９月  平成２８年度第３回理事会 

平成２９年１月  平成２８年度第４回理事会 

平成２９年３月  平成２８年度第５回理事会 

        注：理事会規則により定例理事会は原則３月毎に開催 

 

（３）ブロック代表者会議の開催 

   ブロック代表者会議を必要に応じ開催し、当法人の運営について委員の意見を聴き、適切な業

務の執行及び運営に反映させるものとする。 

   （開催予定） 

平成２８年５月 平成２８年度第１回ブロック代表者会議 
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平成２９年１月 平成２８年度第２回ブロック代表者会議 

平成２９年３月 平成２８年度第３回ブロック代表者会議 

                注：必要に応じ理事長が招集し開催 

 

３．全国地球温暖化防止活動推進センター事業の推進 

当法人は、平成２２年１０月１日付けで地球温暖化対策推進法第２５条に基づき環境大臣より全

国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けたことを踏まえ、その責務と役割を果たすため、

同法第二項に明記された各事業を円滑かつ的確に行うこととする。 

（１）地域センターにおける地球温暖化防止活動事業等の支援 

「地域での地球温暖化防止活動基盤形成事業」（委託事業）、「地域における地球温暖化防止活動 

支援事業」（補助事業）を通じて地域センターの活動支援等を行う。 

  ①地域センターとの連携及び支援並びに協働 

地域センターとの連携と協働を進めるため、地域センターの諸元、活動に関する情報収集整

理及び提供並びに相互の情報交流を行うほか、地域活動支援事業の円滑な推進に努める。 

ア 地域センター等ブロック別調整会議の運営・管理 

イ 地域センター便覧の作成と配布 

ウ 地域センター事業の連絡調整、同地域センター従事者への研修、指導、支援 

エ 地域センターとの温室効果ガス排出抑制事業の協働実施 

オ 地域センター事業実施状況のとりまとめ及び事業の評価、課題の整理 

カ 新規に設立する地域センターに対する支援 

 

②市民の日常生活に関する温室効果ガス排出実態・排出抑制方策に係る調査・研究 

我が国の気候区分や地域性等を踏まえた調査・研究を行うため、地域センターが行う排出実

態調査及びデータの収集を行い、排出原単位の推計などその成果を家庭部門の温室効果ガス排

出と排出抑制の基礎資料とするとともに、全国規模及び地域の排出削減方策の構築及び促進に

資するものとする。 

 

  ③地域活動による温室効果ガス削減効果の検討 

    地域センター事業の温室効果ガス削減効果の評価方法の精度向上を図るとともに、副次的効 

果の評価方法についても併せて検討を行う。 

 

  ④地域センターと連携した全国的調査の実施 

    国民運動 COOL CHOICEと連携した効果的な CO2排出削減を推進するため、約束草案に示され 

た具体的活動の中からテーマを選定し、地域センター等と連携し全国的調査を実施。その成果 

を取りまとめ検証評価を行い、今後の国民運動の強化策に資する。 

 

  ⑤地球温暖化防止活動推進員研修の支援 
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    推進員のレベルアップを目的として、地域ブロックや複数の地域センターが合同で行う、ス 

キル習得や人的交流、情報共有等を内容とする研修を支援する。 

 

⑥地球温暖化防止に係る広報・普及活動のための情報の収集及び提供 

低炭素社会構築に向け、地球温暖化問題についての一般認識の向上や効果的な行動の促進を

図るため、次の活動及び取り組みを行う。 

ア 広く国民に向け、ホームページ等を活用して低炭素社会構築に向けた情報提供を行い、 

温暖化防止に関する情報センターとしての役割を果たす。 

イ 温暖化防止に関する地域活動の先進事例や地域センター等の活動状況の調査取りまとめ

を行い、その情報提供を積極的に進め地球温暖化防止活動の促進を図る。 

ウ 日常生活での利用に伴って温室効果ガスが排出される製品等について、情報の収集及び提

供を行う。 

 

⑦温暖化防止教育教材等に係る支援 

地球温暖化防止に向けた教育の重要性を踏まえ、民間団体等とのネットワークの形成及び連

携を図り、子どもたちへの体験型学習をはじめ、あらゆる世代のライフステージに応じた温暖

化防止教育の裾野を広げていくことを目的に次の支援活動を行う。 

ア 温暖化防止教育教材の開発及び更新の促進 

イ 温暖化防止教育教材の貸出、配布 

ウ 温暖化防止教育に係る指導者の育成及び現地指導 

 

⑧「地域における地球温暖化防止活動支援事業」（補助事業） 

    補助事業者（執行団体）として、地域センターが行う地球温暖化防止活動支援事業の適切な 

予算執行等の指導助言を行い円滑な事業の推進を図る。 

 

４．地球温暖化伝えるプログラム事業 

  平成２６年１１月に、気候変動に関する政府間パネル（IPCC） 第５次統合報告書が発表され、 

地球温暖化の影響、対策の具体性や全体像について科学的知見が報告された。昨年１２月のパリ 

協定で世界共通の目標となった、産業革命後の平均気温上昇を２℃以内にとどめるための対策の 

科学的根拠となるものであり、我が国の約束草案に掲げた目標達成に向け、地球温暖化対策への 

国民理解の醸成、さらに国民世論の形成が不可欠となっている。 

そのため、地域センター及び地球温暖化防止活動推進員と協働して IPCCレポートコミュニケ 

ーター（伝え手）の育成を行い、IPCC第５次報告書の内容を広く国民に伝えることとする。 

 

５．「低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業」（委託事業）の推進 

我が国における CO2排出量のなかで、民生・業務部門は依然増加傾向にある。とりわけ家庭部門

は 2012年度には 1990年度比６割増加していることから抜本的かつ具体的な対策が必要である。さ



5 

 

らに約束草案にも明確に位置づけされ、2030 年度の削減目標の達成に向けて、家庭に対して個別

にライフスタイルに応じた診断・アドバイスを行い、効果的な削減に資するため下記の業務を進め

る。 

（１）家庭エコ診制度運営事務局業務の実施 

家庭エコ診断制度全体を適切に運営実施するため、家庭エコ診断推進基盤整備事業で培った

知見を活用し、家庭エコ診断制度運営事務局として求められる要件を整備し、環境省から認定

を受けその役割を担うこととする。 

 

（２）うちエコ診断士・うちエコ相談員の資格試験運営事務局業務の実施 

   うちエコ診断士・うちエコ相談員の資格試験を適切に運営実施するため、家庭エコ診断推進基

盤整備事業で培った知見を活用し、資格試験運営事務局として求められる要件を整備し、環境省

から認定を受けその役割を担うこととする。 

 

（３）「低炭素ライフスタイル構築に向けた診断促進事業」に係る補助業務 

   地域において診断実施機関が行う診断実施業務に要する経費に対し、補助事業者として補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて当該経費を助成する事業（補助事業）に要

する経費を補助することにより、診断実施機関の効果的な実施と推進を図る。 

 

６．地域活動支援、普及啓発評価検証事業（委託事業）の実施 

  平成 27年度に実施したうちエコ診断事業、地域地球温暖化防止活動促進事業、地域活動支援・ 

連携事業、草の根活動支援事業を対象に CO2削減効果及び事業効果の評価を行うとともに、効果の 

改善案、普及促進策の提案を行う。 

 

７．地球温暖化防止活動環境大臣表彰業務の実施（請負業務） 

  地球温暖化防止活動に係る 5部門の活動について表彰者の選考、表彰式及び受彰者フォーラム 

開催の事務局業務を行う。 

 

８．地域における地球温暖化対策の取組動画募集等委託業務 

  国民運動「COOL CHOICE」の一環として、国民や各種団体から広く地球温暖化対策のための取組 

事例や自発的取組の意識醸成等に関する動画を募集し、この中から特に優れた動画を選定・表彰 

するとともに、普及啓発に広く活用することにより、「COOL CHOICE」の認知率を向上させ、国民 

や団体等の自発的な取り組みを拡大させる。 

 

９．地域活動及び人材育成等連携・支援業務の推進 

（１）低炭素杯２０１７の開催 

   次世代に向けた低炭素社会の構築のため、CO2削減の国民運動として、学校・家庭・ＮＰＯ・

企業などの多様な主体が、全国各地で展開している地球温暖化防止に関する地域活動を報告し、
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学びあい、連携の輪を広げる“場”を提供することを目的に民間資金及び広く協賛・寄付を得て、

低炭素杯２０１７を開催する。 

   開催にあたっては「低炭素杯２０１７実行委員会」を組織する。 

 

（２）小学生を対象とする気候変動教育プログラムの開発と指導員育成 

   我が国の約束草案で示された家庭部門の温暖化ガス排出削減目標は2030年度に2013年度比で 

約 40％と極めて高い削減目標が掲げられ、地球温暖化防止行動がとれる市民の育成が急務とな 

っている。その中で幼少期からの気候変動教育がますます重要になっていることから、本事業に 

おいては小学生低学年（１～３年生）を対象とするツール及びプログラム開発を行うとともに、 

放課後学童クラブにおける試行等を通じプログラムの展開方法の検討や指導者育成を行い、日常 

生活における地球温暖化防止行動の定着を図る。 

 

（３）出前環境教室の開催 

市民に対する温暖化防止学習機会の提供のため、当法人が有する人的・知的資源と資材を活用

して、小中学校・高校・大学、地域団体やグループ、企業が行う地球温暖化防止に関する学習に

ついて、講師を派遣し出前環境教室を開催する。 

また、地域センターと連携し、全国展開を図るとともに、必要に応じ、地域センターの講師育

成等を支援する。 

 

（４）首都圏における３Ｒ・低炭素社会検定実行委員会への支援 

首都圏において、３Ｒ・低炭素社会に関する知識を広め、ライフスタイルの見直しと行動変容

を促進する一助として、「３Ｒ・低炭素社会検定実行委員会」に参加し、同委員会が主催する「３

Ｒ・低炭素社会検定」の広報を支援する。 

 

（５）温暖化防止に関するミニセミナー、イベントの開催 

   関係団体等と連携・協力し、温暖化対策に伴う様々なテーマを設定し、市民、ＮＰＯ、企業等

を対象にしたミニセミナーの開催、イベント等への参加を通じて効果ある温暖化防止への普及・

啓発に努めることとする。 

 

１０．普及啓発・広報の推進 

普及啓発・広報の展開にあたっては、当法人の紹介パンフレットや情報誌、ホームページ、

e-mail のほか、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等のマスメディアを通じた積極的な情報提供を行

い、また国、自治体広報紙、賛助会員企業・団体等の広報媒体も積極的に活用し、タイムリーな

情報を提供していく。 

（１）メディア、インターネットによる情報提供 

国民、ＮＰＯ、企業、自治体等に対し、温暖化対策に係る各種情報の提供を行うため、メディ

アに対して積極的に発信するとともに、メディアとのネットワークを形成し、またホームページ
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を利用し、当法人の活動情報や各種環境情報の提供を行う。 

 

（２）情報誌等の発行 

地球温暖化問題に関する様々な情報、調査報告、専門家等による寄稿文などを掲載した情報誌

「全国ネット通信」を季刊発行し、関係各所へ配布するほか、正・準会員及び賛助会員に対して

送付する。 

また、当法人の認知度向上及び賛助会員獲得の一助とするため、紹介パンフレットを作成・ 

  更新し、環境イベント等の機会を通じて積極的に配布する。 

 

（３）温暖化防止月間行事の実施 

温室効果ガスの効果的な排出抑制と削減の取り組みの推進を目的に、環境省事業等とも連携し、

展示会、フォーラムなど温暖化防止月間行事を実施する。 

 

１１．賛助会員を対象にした研修会等の開催 

   当法人の賛助会員を対象に地球温暖化防止や低炭素社会の構築等をテーマにした研修会を開  

  催する。 

 

１２．業務運営基盤の整備 

（１） 業務の執行 

業務の分担や合理化を進め、効率的、効果的な運営を図ることとする。また、 人材育成に重 

点を置くとともに、職員のワークライフバランスの充実を図り、職員が高いモチベーションで業

務に従事できる職場環境を整備する。  

 

（２）情報の管理 

業務上の情報やマイナンバーなど関係者の個人情報の管理の徹底を図る。 

 

（３）会員の確保 

会員（正会員、準会員、賛助会員）の入会を積極的に勧めるとともに、自主財源の多様な確

保に努め、当法人の業務運営基盤の整備に資するものとする。 
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＜参考：地球温暖化対策推進法第 25条第二項＞ 

 ２ 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。 

  一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域におけ

る啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の

推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。  

二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排

出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。  

三 前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び

資料の収集、分析及び提供を行うこと。  

四 日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排

出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。  

五 地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、

並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。  

六  前各号の事業に附帯する事業 


